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本 庁

地方機関

島根県公文書管理規程（平成��年島根県訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

目次中「、供覧」を削り、「第��条の�」を「第�	条」に改める。

第
条第�項第�号中「本庁にあっては整理番号により、地方機関にあっては文書件名簿（様式第�号）又は許認可等

件名簿（様式第�号）」を「整理番号」に改め、同条第�項中「、文書件名簿及び許認可等件名簿」を削る。

第��条第�項に次のただし書を加える。

ただし、総務部総務課長がその登録を省略できると認めるものについては、この限りでない。

第��条中「第��条第項」を「第��条第�項」に改める。

第��条を次のように改める。

（文書等の収受手続）

�
�� 文書等が地方機関に到達したときは、文書取扱主任は、当該文書等の余白（親展文書等の場合には封筒）に収受

印を押すものとする。ただし、収受印の押印が困難なもの又は軽易なものについては、収受印の押印を省略することが

できる。

� 文書を取り扱う者は、知事又は地方機関の長あての文書その他重要なものについては、保存期間が�年未満のものを

除き、システムに文書の標題、収受年月日その他必要な事項を登録するものとする。ただし、総務部総務課長がその登

録を省略できると認めるものについては、この限りでない。

第��条の�及び第�	条の�から第�	条の�までを削る。

第��条第�項中「施行及び発送した年月日」を「施行年月日及び必要に応じて発送年月日」に改め、「し、更に署名又

は押印」を削り、同条第�項を削る。

第��条を次のように改める。

（準用）

���� 第��条、第��条、第��条、第��条、第��条、第��条から第�	条及び第��条の規定は、地方機関における文書の作

成並びに回議、合議及び供覧並びに文書の施行について準用する。この場合において、第��条第�項中「緑色付せんを、

知事決裁に要するものについては赤色付せんを」とあるのは「緑色付せんを」と、第��条中「第��条」とあるのは「第

��条」と、第��条第�項中「前条」とあるのは「第��条」と、「主務課」とあるのは「地方機関」と読み替えるものと

する。

号外第���号 平成��年��月�日 (�)
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島根県公文書管理規程の一部改正 （総 務 課）
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島 根 県 報

様式第�号及び様式第�号を次のように改める。

������������ 削除

様式第�号を次のように改める。

号外第���号 平成��年��月�日(�)



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (�)

����� (第��条関係)

島根県起案用紙

注 発送種別､ 施行上の注意については､ 該当するものの番号をそれぞれの欄に記入すること｡

該当するものがない場合には､ 簡潔にその内容を記入すること｡

付箋

分 類 記号・番号

処
理
経
過

収 受 年 月 日

起 案 年 月 日

処 理 期 限 年 月 日

決 裁 年 月 日

施 行 年 月 日

担 当 課

起 案 者
職

氏名

案� 案� 案� 案� 案	

審 査

公 印

発 送 日

発 送 種 別

内線 情報公開

受 信 者 発 信 者 部数 施 行 上 の 注 意

施
行
上
の
取
扱

案�

案�

案�

案�

案	

決 裁 区 分

件 名

回 議 課 Ｇ � Ｇ � Ｇ � Ｇ � Ｇ � Ｇ

合 議 課 Ｇ

� 課 � Ｇ � Ｇ � Ｇ � Ｇ

� 課 � Ｇ � Ｇ � Ｇ � Ｇ

� 課 � Ｇ � Ｇ � Ｇ � Ｇ

� 課 � Ｇ � Ｇ � Ｇ � Ｇ

起 案 理 由

発 送 種 別
①書留 ②速達 ③配達証明 ④内容証明 ⑤国際郵便 ⑥ファクシミリ
⑦電子メール ⑧庁内施行 ⑨
���

施行上の注意 ①例規 ②県報登載 ③官報報告 ④新聞等による報道



平成��年��月�日 印刷
平成��年��月�日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

(送料共)

島 根 県 報

様式第�号を次のように改める。

����� 削除

� �

（施行期日）

� この訓令は、平成��年��月	日から施行する。

（経過措置）


 地方機関の公文書の管理において、改正後の島根県公文書管理規程の規定によることが困難であると総務部総務課長

が認めるものについては、当分の間、なお従前の例による。

� システムの利用に必要な電気通信回線又は電子計算機の整備が不十分である等の事由により、改正後の島根県公文書

管理規程の規定によることが困難であると総務部総務課長が認めるものについては、当該事由が解消されるまでの間、

なお従前の例による。

号外第���号 平成��年��月�日(�)


